
疾病・障害認定審査会 
資 料 5 

課 

感染症・予防接種審査分科会の 概要について   健康居結核感染症 

Ⅰ 染症 ・予防接種審査分科       
  
  
  

        巨 ・感染症 法 等に基づく審査請求の 裁決を行 う場囹           ( 委員構成 : 委員 ェ 0 名 、 感染症関係臨時委員 6 名 計 1 6 名 )  ; 
    

( 審議内容 )             
ェ ．感染症不服審査の 審議             入院患者の審査請求に 関する審議 

            
( 根拠 : 感染症 法 第 2 5 条 )             2. 検疫 法 による隔離の 不服審査           隔離患者の審査請求に 関する審議             
( 根拠 : 検疫 法 第 1 6 条の 2) 

          
        

  
  
  

                L2. 予 ・ 防 接種法に基づく 認定を行 う 場合         ( 委員構成 : 委員 1 0 名、 予防接種関係臨時委員 9 名 計 1 9 名 ) ;                       
( 審議内容 ) 

              ェ ，予防接種と 疾病・障害・ 死亡との因果関係に 関する審議               2. 予防接種による 健康被害 ( 障害 ) の状態についての 等級に ; 
  関する審議             

( 根拠 : 予防接種法第 1 1 条 ) 
                    

卜防 接種健康被害再審査部 封 
              ( 委員構成 : 委員 3 名、 予防接種関係臨時委員 4 名 計 7 名Ⅰ ;       

( 審議内容 )                 
予防接種健康被害否定等に 係る再審査 ( 行政不服審査 ) 土日     

求 に関する審議 ( 根拠 : 行政不服審査法第 5 条 ) 
                ( 認定部会の否決事項等を 再審査するため 予防接種健康被害認定部会と         

は 異なる構成とする ) 
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予 防 接 種 種 類 図 

[ 対象疾病 ] [ 対象者・接種時期 ] 
( 法律・政令事項 )   政令事項 ) 

( 法律事項 ) 

ジフテリア ( 定期 ) 
第 「 期 : 生後 3 月から生後 9 0 月未満 
第 2 期 : 1 1 歳以上 1 3 歳未満 

百 日 せ き ( 定期 ) 
生後 3 月から生後 Q 0 月 未満 

一類疾病 

急性灰白髄炎 ( 定期 ) 
( ポリオ ) 生後 3 月から生後 9 0 月 未満 

麻 し ん ( 定期 ) 
生後 ] 2 月から生後 9 0 月未満 

予 

防 風 し ん ( 定期 ) 
  生後 1 2 月から生後 9 0 月未満 接 
  
  種 日 本脳炎 ( 定期 ) 
  期 筆 生後 6 月から生後 9 0 月未満   
  第 2 期 : 9 歳以上 1 3 歳未満 
  
  第 3 期 : 1 4 歳以上 l G 歳 未満 
  
  
  
  
  破 傷 風 ( 定期 ) 
  
  第 1 期 : 生後 3 月から生後 9 0 月 未満 
  
  第 2 期 : 1 1 歳 以上 1 3 歳未満 
  
  
  
  
  ( 政令事項 ) 
        
  
  う 痘 そ -- 月 生物テロ等によりまん 延の危険性が 増大 ; 
  
  : した場合、 臨時の予防接種として 実施 : 
  

      ( 現在は実施していない )     
    法律事項 )   
  
    二類 疾病 インフルエンザ 
  ① 65 歳以上の高齢者   
  
  ② 60 歳から 65 歳未満の慢性高度 心   
  腎 ・呼吸器機能等不全音 
    (   定期       )   

    G C Ⅹ ( 結核予防法第「 3 条 定期 ) 

く 結核予防法関係 ノ 対象者 : 生後 6 月未満 ( やむを得な 
い 事情があ る市町村は「 歳 まで ) 

( 結核予防法第 1 4 条 定期 外 ) 

・平成「 3 年予防接種法改正により、 インフルエンザを 二 類 疾病に追加。 
・平成「 5 年予防接種法施行令改正により、 痘 そうを一類疾病 @ こ 追加。 
・平成Ⅰ 7 年 4 月から結核予防法の 改正により、 乳幼児への ツ 友を廃止・直接 BcG 接種 (1 歳 まで ) の実施。 
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予防接種健康被害に 対する救済措置の 種類 

  救済措置の種類 l 内 容 

医療費・医療手当 

障害児養育年金 

障害年金 

予防接種を受けたことにより 疾病にかかった 場合にお 

いて、 当該治療に要した 費用 ( 健康保険などにより 負担さ 

れた額を控除した 自己負担額 ) 及び医療を受けた 態様・日 

数に応じた手当が 支給される。 

予防接種を受けたことにより 障害の状態となった 1 8 

歳未満の者を 養育する者に 支給される年金。 障害の状態に 

応じてⅠ 級 ・ 2 級に区別される。 

予防接種を受けたことにより 障害の状態となった 1 8 

歳以上の者に 支給される年金。 障害の程度に 応じて上級～ 

3 級に区別される。 
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葬祭料 死亡した者の 葬祭を行 う 者に対して支給される。 
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く 給付区分別，ワクチン 別 認定状況 ノ ( 平成 15 年度・ 16 年度分 ) 

給付区分医療費障害 児 死亡一時金 
障害年金 認 定 否 認 合 計 

ワクチン 医療手当養育年金 葬 祭 料 

人 人 人 人 人 人 人 

痘瘡       2 

D 0 0 0 

p 0 0 0 

DT     0     
DP     0   

DPT Ⅰ Ⅰ l   2 Ⅰ 4 3 Ⅰ 7 

ポリオ 4 4 8 3 11 

麻 しん 4   2 8 7 l 

MMR     0   

風しん 2 2 2 O 

インフルエンザ 6   7 2 g 

日本脳炎 Ⅰ 6     18 0 18   

ワイル病 0 0 0   
腸チフス・パラチフス 0 0 O 

BCG 68 68   69 

コレラ O O 0 

合計 Ⅰ 13 2 9 4 Ⅰ 28 l Ⅰ 139 
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感染症。 予防接種審査分科会関連法規等について 

(1) 感染症 法 等に基づく審査請求の 採決を行 う 場合 

0 感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律 ( 平成丁 0 年 法 

律 第 1 1 4 号 ) 第 2 5 条第 6 項 ( 同法第 2 6 条において準用する 場合を含 

む。 ) の規定による 入院命令の審査請求に 係る審査 

感染症 法 第 2 5 条 ( 審査請求の特例 ) 
1  第 2 0 条第 2 項若しくは第 3 項の規定により 入院している 患者であ って当該 入 
院の期間が 3 0 日 を超えるもの 又はその保護者は、 同条第 2 項又は第 3 項に規定 
する入院の措置について 文書又は口頭により、 厚生労働大臣に 審査請求 ( 再審査 
請求を含む。 以下この条において 同じ。 ) さ することができる。 

2  厚生労働大臣は、 前項の審査請求があ ったときは、 当該審査請求があ った日か 
ら 起算して 5 日以内に、 当該審査請求に 対する裁決をしなければならない。 

3  第 2 0 条第 2 項若しくは第 3 項の規定により 入院している 患者であ って当該 入 
院の期間が 3 0 日を超えないもの 又はその保護者が、 行政不服審査法 ( 昭和 3 7 
年 法律第 160 号 ) に基づき厚生労働大臣に 審査請求をしたときは、 厚生労働大臣 
は 、 当該審査請求に 係る入院している 患者が同条第 2 項又は第 3 項の規定により 
入院した日から 起算して 3 5 日以内に、 当該審査請求に 対する裁決をしなければ 
ならない。 

4  ,  5 く田 空キ ) 
6  厚生労働大臣は、 第 2 項の裁決又は 第 3 項の裁決をしょうとするときは、 あ ら 

かじめ、 疾 、 病 ・障害認定審査会の 意見を聴かなければならない。 

感染症 法 第 2 0 条 ( 入院 ) 
都道府県知事は、 一類感染症のまれ 延を防止するため 必要があ ると認めるとき 

は 、 当該感染症の 患者であ って前条の規定により 入院しているものに 対し 1 0 日 

以内の潮間を 定めて特定感染症指定医療機関若しくは 第一種感染症指定医療機関 
に 入院し 、 又はその保護者に 対し当該入院に 係る患者を入院させるべきことを 勧 
告 することができる。 ただし、 緊急その他やむを 得ない理由があ るときは、 10 日 

以内の期間を 定めて、 特定感染症指定医療機関若しくは 第一種感染症指定医療機 
関 以外の病院若しくは 診療所であ って当該都道府県知事が 適当と認めるものに 入 
院し、 又は当該患者を 入院させるべきことを 勧告することができる。 

2  都道府県知事は、 前項の規定による 勧告を受けた 者が当該勧告に 従わないとき 
は 、 1 0 日以内の期間を 定めて、 当該勧告に係る 患者を特定感染症指定医療機関 
又は第一種感染症指定医療機関 ( 同項ただし書の 規定による勧告に 従わないとき 
は 、 特定感染症指定医療機関若しくは 第一種感染症指定医療機関以覚の 病院又は 
診療所であ って当該都道府県知事が 適当と認めるもの ) に入院させることができ 
る 。 

3  都道府県知事は、 緊急その他やむを 得ない理由があ るときは、 前 2 項の規定に 
より入院している 患者を、 前 2 項の規定により 入院したときから 起算して 1 0 日 

以内の期間を 定めて、 当該患者が入院している 病院又は診療所以覚の 病院又は診 
療 所であ って当該都道府県知事が 適当と認めるものに 入院させることができる。 

0 検疫 港 ( 昭和 2 6 年法律第 2 0 1 号 ) 第 1 6 条の 2 第 6 項の規定による 隔 

離の審査請求に 係る審査 

検疫 法第 1 6 条、 の 2 ( 審査請求の特例 ) 
1  第 1 4 条 第 1 項 第 1 号の規定により 隔離されている 者であ って当該隔離の 期間 
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が 3 0 日を超えるもの 又はその保護者は、 当該隔離について 文書又は口頭により   
厚生労働大臣に 審査請求 ( 再審査請求を 含む。 次項及び第 3 項において同じ。 ) 
をすることができる。 

2  厚生労働大臣は、 前項の審査請求があ ったときは、 当該審査請求があ った日か 
ら起算して 5 日以内に、 当該審査請求に 対する裁決をしなければならない。 

3  第 1 4 条 第 1 項 第 1 号の規定により 隔離されている 者であ って当該隔離の 期間 
が 3 0 日を超えないもの 又はその保護者が、 行政不服審査法に 基づき厚生労働大 
臣 に審査請求をしたときは、 厚生労働大臣は、 当該審査請求に 係る隔離されてい 
る 者が同号の規定により 隔離された日から 起算して 3 5 日以内に、 当該審査請求 
に 対する裁決をしなければならない。 

4 , 5  ( 略 ) 
6  厚生労働大 臣は 、 第 2 項の裁決又は 第 3 項の裁決をしょうとするときは、 あ ら 

かじめ、 疾病・障害認定審査会の 意見を聞かなけれ ば ならない。 

検疫 法 第 i 4 条 ( 汚染し 、 又は汚染したおそれのあ る船舶等についての 措置 ) 
検疫所長は、 検疫感染症が 流行している 地域を発航し、 又はその地域に 寄航し 

て 来航した船舶等、 航行中に検疫感染症の 患者又は死者があ った船舶等・ 検疫感 
染 症の患者若しくはその 死体・又は ぺ スト菌を保有し、 若しくは保有しているお 
それのあ るねずみ族が 発見された船舶等、 その他検疫感染症の 病原体に汚染し 、 
又は汚染したおそれのあ る船舶等について、 合理的に必要と 判断される限度にお 
いて、 次に掲げる措置の 全部又は一部をとることができる。 

  第 2 条 第 1 号に掲げる感染症又はコレラの 患者を隔離し、 又は検疫 官 をし   

て 隔離させること。 
二 第 2 条 第 1 号に掲げる感染症の 病原体に感染したおそれのあ る者を停留し 、 

又は検疫 官 なして停留させること ( 外国に同号に 掲げる感染症が 発生し、 そ 

の 病原体が国内に 侵入し、 国民の生命及び 健康に重大な 影響を与えるおそれ 
があ ると認めるときに 限る。 ) 。 

三 検疫感染症の 病原体に汚染し 、 若しくは汚染したおそれのあ る 物 若しくは 
場所を消毒し、 若しくは検疫 官 なして消毒させ、 又はこれらの 物であ って 消 

善 に よ り難いものの 廃棄を命ずること。 
四 墓地、 埋葬等に関する 法律 ( 昭和 2 3 年法律第 4 8 号 ) の定めるところに 

従い、 検疫感染症の 病原体に汚染し 、 又は汚染したおそれのあ る死体 ( 死胎 
を含む。 ) の火葬を行 う こと。 

五 検疫感染症の 病原体に汚染し 、 若しくは汚染したおそれのあ る 物 若しくは 
場所の使用を 禁止し、 若しくは制限し 、 又はこれらの 物の移動を禁止するこ 
と 

六 検疫 官 その他適当と 認める者をして、 ねずみ 族 又は虫類の駆除を 行わせる 
，と   

七 必要と認める 者に対して予防接種を 行い、 又は検疫 官 をしてこれを 行わせ 
ること。 

(2) 予防接種法に 基づく認定を 行う場合 
0 予防接種法   ( 昭和 2 3 年法律第 6 8 号 ) 第 Ⅰ 1 条 第 2 項の規定による 予防接 

種 による健康被害認定の 審査 

0 行政不服審査法第 5 条の規定による 予防接種法 ( 昭和 23 年法律第 68 号 ) 

第 1 1 条第 2 項の規定に基づく 給付の不支給決定等に 対する審査請求の 再審査 

a. 予防接種健康被害認定部会 

予防接種法 ( 昭和 2 3 年法律第 6 8 号 ) 第ユ 1 条第 2 項の規定による 予防 

接種による健康被害認定の 審査 

( 予防接種に よ る健康被害の 認定 ) 
予防接種法第 1 1 粂 ( 予防接種 セこ よる健康被害の 救済に関する 措置 ) 
1  市町村長は、 当該市町村の 区域内に居住する 間に定朝の予防接種又は 臨時の 
予防接種を受けた 者が、 疾病にかかり、 障害の状態となり、 又は死亡した 場合 
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において、 当該疾病、 障害又は死亡が 当該予防接種を 受 け た と ｜ よ る も の で あ ると厚生労働大臣が 認定 し た と き @ 立 次条 ( 給付の範囲 ) 及び第 1 3 条 ( 政 令への委任等 ) 第 1 項に定め る と ろ @ よ り 、 給付を行 
2  厚生労働大臣は、 前項の認定を 行 うに 当たっては、 疾病・障害認定審査会の 
意見を聴かなければならない。 

( 給付の範囲 ) 
予防接種法第 1 2 条・前条 第 1 項の規定による 給付 ( 以下単に「給付」 という。 ) 
は、 次の各号に掲げるとおりとし、 それぞれ当該各号に 定める者に対して 行 う 

一 医療費及び医療手当 予防接種を受けたことによる 疾病について 医療を 
受ける者 二 障害児養育年金 予防接種を受けたこ と レ よ り政令で定める 程度の障害 
の 状態にあ る 1 8 歳未満の者を 養育する者 

三 障害年金 予防接種を受けたことにより 政令で定める 程度の障害の 状態 
にあ る 1 8 歳以上の者 

四 死亡一時金 予防接種を受けたことにより 死亡した者の 政令で定める 遺 
族 

五 葬祭料 予防接種を受けたことにより 死亡した者の 葬祭を行う者 

( 政令への委任等 ) 
予防接種法第 1 3 条 前条に定めるもののほか、 給付の額、 支給方法その 他給付 

に 関して必要な 事項は、 政令で定める。 

b. 予防接種健康被害再審査部会 

行政不服審査法第 5 条の規定に 26 予防接種法に 基づく給付の 不支給決定 

等に対する審査請求の 再審査 

行政不服審査法第 5 条 ( 審査についての 審査請求 ) 
1  行政庁の処分についての 審査請求は 、 次の場合にすることができる。 

一 処分 庁 に上級行政庁があ るとき。 ただし、 処分 庁 が主任の大臣又は 外局若 
しくはこれに 置かれる庁の 長であ るときを除く。 

  二 前号に該当しない 場合であ って、 法律 ( 条例に基づく 処分については、 条 
例を含む。 ) に審査請求をすることができる 旨の定めがあ るとき。 

2  前項の審査請求は、 同項第一号の 場合にあ っては、 法律 ( 条例に基づく 処分 
については、 条例を含む。 ) に特別の定めがあ る場合を除くほか 処分庁の直近 
上級行政庁に 同項第二号の 場合にあ っては、 当該法律又は 条例に定める 行政庁 
に対してするものとする。 

予防接種法第 1 1 条 ( 予防接種による 健康被害の救済に 関する措置 ) 
1  市町村長は、 当該市町村の 区域内に居住する 間に定期の予防接種又は 臨時の 
予防接種を受けた 者が、 疾病にかかり、 障害の状態となり．又は 死亡した場合 
において、 当該疾病、 障害又は死亡が 当該予防接種を 受けたことによるもので 
あ ると厚生労働大臣が 認定したときは、 次条 ( 給付の範囲 ) 及び第 1 3 条 ( 政 令への委任等 ) 第 1 項に定 め る と ろ ｜ よ り、 給付を行 

2  厚生労働大臣は、 前項の認定を 行 うに 当たっては、 疾病，障害認定審査会の 
意見を聴かなけれ ば ならない。 

予防接種法等に 基づ ぐ 給付の不支給決定等に 対する審査請求の 取扱いたついて 

( 抜粋 ) 
( 昭和 5 4 年 1 1 月 2 日 衛情 第 4 8 号 ) 
都道府県知事は、 予防接種との 因果関係の認定がなされなかったこと 又は認定 

された等級に   不服があ ることを理由とする 審査請求の審理を 行う場合は、 原 処分 
の根拠となった 厚生大臣の認定について、 あ らかじめ厚生大臣に 見解を求めるこ 
ととされたい。 
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障害等級区分 
障害児養育年金 ( 予防接種法施行令 弟 1 2 条、 ・第 1 5 条関係 ) 障害年金 ( 予防接手密夫施行 = 第 1 3 条， 第 1 5 条，第 2 1 条、 第 22 条関係 ) 

l
 ㏄
 @
 

等 級 障害の状態 

「 級 1. 両眼の視力の 和が 0 ． 02 以下のもの 

2. 両耳の聴力が ，耳殻に接して 大声による話をしてもこれを 解することができ 
ない程度のもの 

3. 市上肢の機能に 著しい障害を 有するもの 

4. 両下肢の用を 全く廃したもの 

5. 体幹の機能に 座っていることができない 程度の障害を 有するもの 

6. 前 各号に掲げるもののほか、 身体の機能の 障害 スは 長期にわたる 安静を必要 

とする病状が 前各号と同程度以上と 認められる状態であ って、 日常生活の用を 

弁ずることを 不能ならしめる 程度のもの 

7. 精神の障害であ って， 前 各号と同程度以上と 認められる程度のもの 

8. 身体の機能の 障害若しくは 病状又は精神の 障害が重模する 場合であ って 、 そ 
の 状態が前各号と 同程度以上と 認められる程度の も の 

2  級 1. 両眼の視力の 和が 0 ． 08 以下のもの 

2. 両耳の聴力が ，耳殻に接して 大声による話をした 場合においてのみこれを 解 

することができる 程度のもの 

3. 平衡機能に著しい 障害を有するもの 

  
4. 砧礒 又は言語の機能に 着し い 障害を有するもの 

5. 一 上肢の機能に 著しい障害を 有するもの 

6. 一下肢の機能に 著しい障害を 有するもの 
7. 体幹の機能に 歩くことができない 程度の障害を 有するもの 

8. 前 各号に掲げるもののぼ か 、 身体の機能の 障害又 は 長期にわたる 安静を必要 

とする病状が 前各号と同程度以上と 認められる状態であ って、 日常生活が著し 
い 制限を受けるか、 又は日常生活に 著しい制限を 加えることを 必要とする程度 

のもの 
9. 精神の障害であ って， 前 各号と同程度以上と 認められる程度のもの 

l0 ．身体の機能の 障害若しくは 病状又は精神の 障害が重視する 場合であ って ，そ 

の 状態が前各号と 同程度以上と 認められる程度のもの 

  

  

等級 

1 級 

2 級 

障害の状態 

    両眼の視力が 0 ． 02 以下のもの 

2. 面上肢の用を 全く廃したもの 

3. 両下肢の用を 全く廃したもの 

4. 前 各号に掲げるもののほか、 身体の機能の 障害又は長期にわたる 安静を必要 

とする病状が 前各号と同程度以上と 認められる状態であ って、 労働することを 
不能ならしめ、 かつ，常時の 介護を必要とする 程度のもの 

5. 精神の障害であ って、 前 各号と同程度以上と 認められる程度のもの 

6. 身体の機能の 障害若しくは 病状又は精神の 障害が重複する 場合であ って、 そ 

の状態が前各号と 同程度以上と 認められる程度のもの 

1. 両眼の視力が 0.04 以下のもの 

2. 一眼の視力が 0 ． 02 以下で、 かっ、 他 眼の視力が 0 ． 06 以下のもの 

3. 両耳の聴力が、 耳殻に接して 大声による話をしてもこれを 解することができ 

ない程度のもの 

  4.SB 璃スは 言語の機能を 廃したもの 

 
 

@ 5. 一 上肢の用を全く 廃したもの 

6. 一下肢の用を 全く廃したもの 

7. 体幹の機能に 高度の障害を 有するもの 
8, 前 各号に掲げるもののぼ か 、 身体の機能の 障害又は長期にわたる 安静を必要 

とする病状が 前各号と同程度以上と 認められる状態であ って、 労働が高度の 制 
限を受けるか、 又は労働に高度の 制限を加えることを 必要とする程度のもの 

9, 精神の障害であ って． 前 各号と同程度以上と 認められる程度のもの 

10 ．身体の機能の 障害苦しくは 病状又は精神の 障害が重複する 場合であ って 、 そ 

の状態が前各号 ど 同程度以上と 認められる程度のもの 

3  級 1. 両眼の視力が 0 ． ] 以下のもの 

2. 両耳の聴力が、 40 センチメートル 以上では通常の 話声を解することができな 

い程度のもの 

  3.@u,r<3.PuupB 又は言語の機能に 著しい障害を 有するもの 

  

4. 一 上肢の機能に 著しい障害を 有するもの 

5. 一下肢の機能に 著しい障害を 有するもの 
6. 体幹の機能に 着しい障害を 有するもの 

7, 前 各号に掲げるもののぼ か ，身体の機能の 障害又は長期にわたる 安静を必要 
とする病状が 前各号と同程度以上と 調められる状態であ って、 労働が著しい 制 
限 を受けるか，又は 労働に著しい 制限を加えることを 必要とする程度のもの 

8. 精神の障害であ って， 前 各号と同程度以上と 認められる程度のもの 
9. 身体の機能の 障害若しくは 病状 文は 精神の障害が 重複する場合であ って、 そ 
の状態が前各号と 同程度以上と 認められる程度のもの   
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原子爆弾被爆者医療分科会の 活動実績 ( 第 1 回 ～第 5 0 回 ) 

開催年月日 答申件数 備考 

第 1 回 H ] 3 , 2 . 2 1 9  i 牛 分科会の運営について 議 

論 ( 公開 ) 

第 2 回 H ] 3 . 3 . 2 8 3 3 件 

第 3 回 H 1 3 . 4 . 1 6 0  4 牛 「審査の方針」について 

議論 ( 公開 )   
第 4 回 H 1 3 . 5 . 2 5 O ィ牛 「審査の方針」について 

議論 ( 公開 ) 

第 5 回 H ] 3. 6 . 1 8 8  9  4 牛 審査の迅速化について 議 

論 ( ク上与 り 

第 6 回 H ] 3, 7 . 2 5 8 3 件 

第 7 回 H ] 3 . 8 . 2 0 5  6  4 牛 

第 8 回 H Ⅰ 3 . 9 . Ⅰ 7 8 7 々 牛 

第 9 回 H 1 3 . Ⅰ 0 ・ 2 2 8  8  イ牛 

第 1 0 回 H@ 1@ 3.@ 1 1 .@ 1 9 3  7  4 牛 

第 1 ] 回 H l 3 . 1 2 . 3 3 2 件 

第 1 2 回 H Ⅰ 4. ] . 3 0 7  2  4 牛 

第 1 3 回 H 1 4. 1 . 3 1 5 4 件 

第 1 4 回 H 1 4 . 2 . 2 5 7 74 牛 

第 1 5 回 H Ⅰ 4 . 3 . ] 8 5 0 ィ牛 

第 1 6 回 H 1 4, 4. 2 2 6 0ft 

第 1 7 回 H Ⅰ 4 . 5 . 2 0 7 0 件 

第 1 8 回 H 1 4 . 6 . 2 4 8  4  7 牛 

第 1 9 回 H 1 4. 7 , 2 2 8  3  4 牛 

第 2 0 回 H 1 4 . 8. 2 6 7 6 件 

第 2 1 回 H 1 4 . 9 . 1 9 6 8 件 

第 2 2 回 H@ 1@ 4.@ 1 0.@ 2 8 8 1 件 

第 2 3 回 H Ⅰ 4. Ⅰ Ⅰ・ 2 5 8  0  ィ牛 

第 2 4 回 H l 4 . ] 2 . 9 8 07 牛 

第 2 5 回 H Ⅰ 5 .  Ⅰ・ 2 0   8  2  4 牛 

第 2 6 回 H l 5 . 2 . 1 7 6  9  4 牛 

第 2 7 回 H Ⅰ 5 . 3 . 2 0 8 2 件 

第 2 8 回 H Ⅰ 5 . 4 . 2 Ⅰ 6 5 件 

第 2 9 回 H ] 5 . 5 . 1 2 6 4 件 

第 3 0 回 H ] 5 . 6 . 9 7 64 牛 
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開催年月日 答申件数 備考 

第 3 1 回 H l 5. 7 . 7 7  6  4 牛 

第 3 2 回 H Ⅰ 5 . 8. Ⅰ 8 5  7  4 牛 

第 3 3 回 H l 5 . 9 . 8 3  3  イとケ 

第 3 4 回 H@ 1@ 5. 1 0.@ 2 7 6  5  4 牛   

第 3 5 回 H Ⅰ 5 . Ⅰ ] , Ⅰ 7 5 6 々 牛 

第 3 6 回 H@ 1@ 5. 1 2.@ 1 5 6 0 件 

第 3 7 回 H Ⅰ 6.  Ⅰ・ Ⅰ 9 7  4  Ⅰ四ト 

第 3 8 回 H ] 6, 2 .  ] 6 7 1 Ⅰ川ト 

  第 3 9 回 @  Hl 6. 3. 22   6  2  4 牛     

第 4 0 回 H 1 6 . 4. 1 9 

第 4 1 回 H ] 6 . 5 . ] 7 

第 4 2 回 H ] 6. 6. 1 4 

6  4  4 牛 

4 2 Ⅰ 牛 

4 ] イ牛 

  第 43 回   Ⅱ 1 6 . 7 . ] 2 5  0  f 牛 

第 4 4 回 H 1 6. 8. 3 0 4  3  4 牛 

第 4 5 回 H 1 6. 9. 2 7 6 04 牛 

  第 4 6 回 @  H ] 6. 1 0. 25   6  ]  Ⅰ 牛     
5
6
7
 

]
 

]
 

2
 

]
 

1
1
 

1
 

 
 

6
7
 

6
 

]
1
 

]
 

H
H
H
 

回
 
回
回
 

7
8
9
 

4
4
4
 第

第
第
 

件
件
件
 

8
7
4
 

6
5
6
 

  第 50 回 @  H ] 7. 2. 1 4   8 3 件     

合計 3, 0 74 イ牛 
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原 、 爆 症 認定等の概要 

被 爆 し た 人 

， 0 健康診断 ( 無料で年 2 回実施、 
， ，，希望者にはさらに 2 回実施 ) 

，， ， 0 医療費の自己負担なし 
( 保険の自己負担分を 国費で 

被爆者健康手帳 取得 ， 0 一定の状態にあ る場合に各種 

被爆者援護法上の 被爆者 
健康管理手当 ( 月 ㏄， 900 円 ) 

害等 Ⅱの障害を伴 う 

っているもの ( 原爆 

(m 道府県・広島市 % ほ市を通して ) 
  
  

、 0 原爆養護ホーム、 在宅福祉 
サービス等   

国 ( 厚生労働省 ) 

  ，， ， 0 医療費の自己負担なし 

原 爆 症 認 定 
  

そ @" ( 全額国費で支給 ) 

2,27] 人 [H16.3 月末 )  そ --  ----- 0 医療特別手当の 支給を都道府 
県 、 広島長崎両市に 申請する 
ことができる。 ( 同 137, 840 円 ) 
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原爆症認定に 関する審査の 方針 ( 概要 ) 

1 . 趣旨 

疾病・障害認定審査会 ( 原子爆弾被爆者医療分科会 ) が原爆症 
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( 「原爆症認定に 関する審査の 方針」より 抜、 ￥ 空 ) 

( 別表 9) 

爆心地からの 距離 広 島 長 崎 
( メートル ) 初期放射線による 被曝線量 ( センチグレイ ) 

Ⅰ oo Ⅰ 5T0 Ⅰ 0 31, 000 
Ⅰ 5o ㍑・ 71o 28.  090 
200 12,200 24.  760 
250 10,700 2 Ⅰ   330 
300 9, 010 18, 125 
350 7, 54o Ⅰ 51 Ⅰ 36 
400 6, 200 12, 572 
450 5,072 10 ， 179 
500 4. 1o4 8, Ⅰ 81 
550 3, 276 6, 536 
600 2,598 5, Ⅰ 92 
650 2, 058 4, Ⅰ 24 
700 1,631 3, 238 
750 Ⅰ ， 2g3   2, 551 

800 Ⅰ， 028 2, 022 
850 817 1, 6o8 
900 654 1, 267 
950 5 Ⅰ g 1, o03 

Ⅰ ， ooo 4 Ⅰ 6 797 
Ⅰ To5o 332 634 
Ⅰ ， 1oo 267 506 
Ⅰ T Ⅰ 50 215 40 Ⅰ 

Ⅰ ， 2@o Ⅰ 73 322 
1,25o Ⅰ 3g 260 
Ⅰ ， 3oo l Ⅰ 3 209 
Ⅱ 350 92 Ⅰ 6g 
1,4oo 74 136 
1,45o Ⅰ 6 Ⅰ l Ⅰ 

Ⅰ 1 5oo 50 90 
1, 55o 40 73 
Ⅰ ， 6oo 33 60 
Ⅰ ， 65o 27 49 
1. 7o0 22 40 
1,750 18 33 
1,800 15 27 
Ⅰ 1 85o Ⅰ 2 22 
1,900 Ⅰ o Ⅰ 9 

1, g5o g Ⅰ 5 

2.ooo 7 13 
2, 100 5 g 

2,200 へ く し 6 

2, 300 2 4 

2,400 2 Ⅰ く Ⅰ 

2, 500   ⅠⅠ 

注 ただし、 被爆時に遮蔽があ った場合の初期放射線による 被曝線量は、 
別表 9 に定める値に 被爆状況によって 0 ・ 5 ～ 1 を乗じて得た 値とする。 
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( パーセ 、 ノト ) 

）
 

2
  

 

4
 表

 

 
 
 
 臣

巾
 

 
 

抜
粋
 
り
 

り
 

よ
 

@
@
 

Ⅰ
 

十
 

金
牌
 

 
 

 
 こ

 
 
 

定
 

認
 

爆
症
 

原
 

「
 

（
 

  

9
%
 Ⅱ
 桂
棒
 Ⅱ
も
何
 %
 何
 は
 穏
 哲
左
 乃
村
 お
 ㏄
万
花
㏄
㏄
 

2 

23.2 

21.5 

19.8 

Ⅰ 8.2 

Ⅰ 6,8 

15.4 

Ⅰ 4 Ⅱ 

Ⅰ 2.9 

ⅡⅠ． 8 

Ⅰ 0.8 

9.8 

9.O 

8.2 

7.4 

6.8 

6. Ⅰ 

5.6 

5, Ⅰ 

4.6 

4.2 

3.8 

3.4 

3 Ⅰ 

2.8 

2.5 

2.3 

2 ㍉ 

l.9 

Ⅰ・ ア 

Ⅰ・ 5 

Ⅰ・ 4 

4
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7
6
5
5
1
1
 

4
4
5
6
8
 

七
 ㏄
 軋
 ま
 ム
 Ⅰ
 5
%
4
 

被曝線量 ( センチグレイ ) 

Ⅰ 0 Ⅰ 2 Ⅰ 4 Ⅰ 6 Ⅰ 8 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

30 50 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 7 一 



ム
 E
 

査
 7
 

審
 

定
 

認
 

客
料
 

障
資
 

病
 

疾
 

身体障害認定分科会の 概要について 

障害保健福祉部企画課 

身体障害認定分科会は、 疾病・障害認定審査会 合 ( 平成 ]2 年政令 287 号 ) 第 5 

条の規定により、 「身体障害者福祉法施行令 ( 昭和 25 年政令第 78 号 ) の規定により 

審査会の権 限に属させられた 事項を処理すること 何とされている。 

同法施行令の 規定は、 都道府県、 指定都市並びに 中核市が身体障害者手帳 の交 

行事務を行 う にあ たり、 その申請者の 状態が身体障害者福祉法別表に 掲げる障害 

に 該当するか否かほついて 疑いがあ る場合に、 身体障害者福祉法施行令第 5 条 第 

2 項の規定に基づき、 各都道府県知事より 厚生労働大臣あ てに認定を求めること 

ができるとされ、 この求めがあ った場合には、 同条第 3 項の規定に基づき、 厚生 

労働大臣は疾病障害認定審査会に 諮問を行うこととされている。 

身体障害者手帳 の交付事務は、 平成 12 年度から各都道府県等が 行う自治事務と 

されていることから、 同法施行令に 基づく都道府県知事から 認定を求められる 事 

例は少なく、 平成 ]3 年度に 3 件 、 平成 15 年度にⅠ件の 審議をいただいたところで 

あ る。 

また、 自治体が手帳 交付事務を行う 際のガイドライン ( 技術的助言 ) であ る身   

体障害認定基準等の 改正等についても、 必要に応じて 医学的・専門的見地から 審 

議を行っている。 

( 参考 ) 

身体障害者福祉法施行令 ( 昭和 25 年政令第 78 号 ) ( 抄 ) 

( 障害の認定 ) 

第五条 都道府県知事は、 法第十五条第一項の 申請があ った場合において、 

その障害が法別表に 掲げるものに 該当しないと 認めるには、 地方社 

会福祉審議会に 諮問しなければならない。 

2  都道府県知事は、 前項の規定により 地方社会福祉審議会が 調査審 

議を行い、 なおその障害が 法別表に掲げるものに 該当するか否かに 

ついて疑いがあ るときは、 厚生労働大臣に 対し、 その認定を求めな 

げればならない。 

3  厚生労働大臣は、 前項の規定による 認定を求められたときは、 こ 

れを疾病・障害認定審査会に 諮問するものとする。 
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